
議案第４２号

専決処分の承認を求めることについて（専決第９号 令和６年度

魚沼市工業団地造成事業特別会計補正予算（第２号））

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。

令和７年５月２７日提出

魚沼市長 内 田 幹 夫

専決第９号

専 決 処 分 書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、次

の予算を別紙のとおり専決処分する。

令和７年３月３１日

魚沼市長 内 田 幹 夫

令和６年度魚沼市工業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）



令和６年度魚沼市工業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）

令和６年度魚沼市の工業団地造成事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５０７，０００千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１８，０００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年３月３１日専決

魚沼市長 内 田 幹 夫



2 507,000 △507,000 0

1 財産売払収入 507,000 △507,000 0

625,000 △507,000 118,000

財産収入

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

2 507,100 △507,000 100

1 公債費 507,100 △507,000 100

625,000 △507,000 118,000

公債費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



１　総　　括

（歳　　入）

2 財産収入 507,000 △507,000 0

625,000 △507,000 118,000歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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